
《よこしん》パーソナルダイレクト 定型約款 変更履歴 
【改定日：令和 7年５月１２日】 
変更箇所 変更後 変更前 変更理由 
1．適用範囲等 
（２）利用対象者 

１．適用範囲等 
（１）省略 
（２）①～③省略 
④後記、２０（４）①、②のいずれにも該当しないことおよび「反社会的勢力
でないことの表明・確約に関する同意」が済んでいること。 
⑤省略 

１．適用範囲等 
（１）省略 
（２）①～③省略 
④後記、１９（４）①、②のいずれにも該当しないことおよび「反社会的勢力
でないことの表明・確約に関する同意」が済んでいること。 
⑤省略 

19．（サービスの利用停止等）を追加した
ことによる変更をしました。 

16．パスワード等の盗用
等による不正な振込等 
（５）補てんの制限 

16．パスワード等の盗用等による不正な振込等 
（１）～（４）省略 
（５）補てんの制限 
前記（３）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は
補てんしません。 
①当該不正な振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であ
り、且つ、次のいずれかに該当すること。 
・契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、
家事使用人によって行われたこと。 
・契約者が、被害状況についての当金庫あるいは捜査当局に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。 
②パスワード等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ
またはこれに付随して行われたこと。 
③当該不正な振込等が行われたことについてお客さまに重過失があること。 
（６）～（８）省略 

16．パスワード等の盗用等による不正な振込等 
（１）～（４）省略 
（５）補てんの制限 
前記（３）の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は
補てんしません。 
①当該不正な振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であ
り、且つ、次のいずれかに該当すること。 
・契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、
家事使用人によって行われたこと。 
・契約者が、被害状況についての当金庫あるいは捜査当局に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。 
②パスワード等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ
またはこれに付随して行われたこと。 
（６）～（８）省略 

パスワード等が盗用等による振込等でお
客さまに重過失があった場合に補填が制
限されることを追加しました。 

18．反社会的勢力との取
引拒絶 

18．反社会的勢力との取引拒絶 
本サービスは、契約者が後記２０.（４）各号のいずれにも該当しない場合に
利用することができるものとし、２０.（４）各号の一つにでも該当する場合
には、当金庫は本サービスの契約をお断りするものとします。 

18．反社会的勢力との取引拒絶 
本サービスは、契約者が後記１９.（４）各号のいずれにも該当しない場合に
利用することができるものとし、１９.（４）各号の一つにでも該当する場合
には、当金庫は本サービスの契約をお断りするものとします。 

19．（サービスの利用停止等）を追加した
ことによる変更をしました。 

【新設】 
19．サービスの利用停止
等 

19．サービスの利用停止等 
本サービスが不正に使用される恐れがあると当金庫が判断した場合等、当金
庫が契約者に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた
場合は、当金庫はいつでも契約者に事前に通知することなく本サービスの全
部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じ
た損害については、当金庫は一切の責任は負いません。 

なし 本サービスについて当金庫が利用停止の
必要があると当金庫が判断した場合、本サ
ービス停止できる条文を追加しました。 

20．解約 
（３）当金庫からの解約 
 

20．解約 
（１）～（２）省略 
（３）当金庫からの解約 
契約者が下記①から⑮のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも契約

19．解約 
（１）～（２）省略 
（３）当金庫からの解約 
契約者が下記①から⑮のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも契約

19．（サービスの利用停止等）を追加した
ことによる変更をしました。 
（３）①について個人、個人事業主では起
き得ない手続について削除しました。 



者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとしま
す。 
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、その他今後施行される倒
産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき 
②～⑮省略 
（４）～（６）省略 

者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとしま
す。 
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしく
は特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申
立てがあったとき 
②～⑮省略 
（４）～（６）省略 

21．契約期間 21．契約期間 20．契約期間 19．（サービスの利用停止等）を追加した
ことによる変更をしました。 22．規定の準用 22．規定の準用 21．規定の準用 

23．規定の変更 23．規定の変更 22．規定の変更 
24．業務の委託 24．業務の委託 23．業務の委託 
25．サービスの休止 25．サービスの休止 24．サービスの休止 
26．譲渡、質入れの禁止 26．譲渡、質入れの禁止 25．譲渡、質入れの禁止 
27．準拠法・合意管轄 27．準拠法・合意管轄 26．準拠法・合意管轄 

 


